
      

    岩手県企業局からの支払方法の変更について 

 

岩手県企業局から支払する際の銀行口座振込については、支払内容ごとに振込を行っていましたが、

令和６年 10 月１日支払分より同一支払日・同一口座の振込を１件に集約してお支払いします。 

 

なお、支払内容をご確認いただく方法として、希望される方には「口座振替通知票」をＦＡＸにてお送りしま

すので、契約担当者または企業局経営総務室管理担当までお申し出ください。 

 

ご理解･ご協力をお願い申し上げます。 

 

≪口座振替通知票例≫ 

 
 
 
 

【お問い合わせ先】岩手県企業局経営総務室管理担当 019-629-6377 


